
ア
ッ
ピ
ー
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部
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、
免
除
後
の
保
険

料
を
納
付
し
な
い
月
は｢

未
納
期
間｣

に
な

り
ま
す
。
③
年
金
額
に
一
部
反
映
さ
れ

る　
※
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
は
、
年
金

額
へ
の
反
映
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
【
申
請

で
き
る
期
間
】申
請
日
の
２
年
１
カ
月
前

か
ら
平
成
27
年
６
月
分　

年
金
手
帳
、

印
鑑
、
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
証
や

離
職
票
の
写
し（
申
請
理
由
が
失
業
の
場

合
）、
所
得（
課
税
・
非
課
税
）証
明
書（
転

入
な
ど
の
理
由
で
申
請
す
る
年
度
の
所
得

情
報
が
上
尾
市
で
確
認
で
き
な
い
人
）　

【
追
納
】承
認
期
間
の
保
険
料
は
10
年
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
で
き
ま
す
。　
※
３

年
度
目
を
経
過
し
た
期
間
の
追
納
に
は
加

算
金
が
付
き
ま
す
。　

直
接
、
保
険
年

金
課（
現
年
度
に
限
り
、
各
支
所
・
出
張

所
で
も
申
し
込
み
可
）へ　
※
継
続
審
査

の
対
象
者
で
な
い
人
は
、
毎
年
申
請
が
必

要
で
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
・

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

�

福
祉
総
務
課　

７
７
５
―５
１
１
８

�

７
７
５
―９
８
４
６

�

子
ど
も
支
援
課　

７
７
５
―５
１
２
０

�

７
７
４
―５
３
４
２

　

両
給
付
金
の
申
請
期
間
が
次
の
と
お

り
決
定
し
ま
し
た
。『
広
報
あ
げ
お
』６
月

号
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
制
度
・
申
請

方
法
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。　
【
申

請
期
間
】８
月
１
日
㈮
～
11
月
４
日
㈫　

街
づ
く
り
推
進
会
議
委
員
を
募
集

�

都
市
計
画
課　

７
７
５
―７
６
２
９

�

７
７
５
―９
９
０
６

　
市
民
・
事
業
者
・
市
の
三
者
協
働
に
よ

る
街
づ
く
り
に
つ
い
て
、
市
長
へ
の
提
案

や
、
調
査
・
審
議
を
す
る
た
め｢

上
尾
市

街
づ
く
り
推
進
会
議｣
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
こ
の
会
議
で
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
委
員
を
募
集
し

ま
す
。　

応
募
日
現
在
、
次
の
①
～
④

の
全
て
に
該
当
す
る
人
①
市
民
・
事
業

者
・
市
の
三
者
協
働
に
よ
る
街
づ
く
り
に

理
解
と
関
心
が
あ
る
②
市
内
に
住
所
が
あ

る
20
歳
以
上
③
国
、
地
方
公
共
団
体
の
議

員
ま
た
は
常
勤
の
公
務
員
で
は
な
い
④

平
日
に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き

る（
年
３
回
程
度
）　

３
人
以
内　
【
任

期
】10
月（
予
定
）か
ら
２
年
間　
【
報
酬
】

市
の
規
程
で
定
め
る
委
員
報
酬
額　

応

募
用
紙（
都
市
計
画
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
小
論
文（
題
目

｢

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
活
性
化
に
必
要

な
こ
と｣

〈
800
字
以
内
〉）を
添
え
て
、
７
月

31
日
㈭
ま
で（
必
着
）に
郵
送（
〒
362
―８
５

０
１
本
町
３
―１
―１
）ま
た
は
メ
ー
ル（

s351000@
city.ageo.lg.jp

）で
都
市

計
画
課
へ　
※
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ

ん
。
書
類
選
考
の
上
、
結
果
を
９
月
８
日

㈪
ま
で
に
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

子
育
て
応
援
サ
イ
ト

「
マ
マ
フ
レ
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

�

子
ど
も
支
援
課　

７
７
５
―５
１
２
０

�

７
７
４
―５
３
４
２

　
子
育
て
応
援
サ
イ
ト｢

マ
マ
フ
レ｣

を
公

開
し
て
い
ま
す
。
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て

に
関
す
る
情
報
を｢

届
出｣｢

健
康｣｢

お
か

ね｣｢

あ
ず
け
る｣｢

学
ぶ
・
出
か
け
る｣

｢

相
談｣｢

病
院
・
救
急｣

に
分
類
し
、
分
か

り
や
す
く
提
供
し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
あ
る
バ
ナ
ー

か
ら
利
用
し
て
だ
さ
い
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
利
用
で
き
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
・

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

�

保
険
年
金
課　

７
７
５
―５
１
３
７

�

７
７
５
―９
８
２
７

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
に
な
る｢

保
険
料
免
除
制
度｣

や｢

若
年

者
納
付
猶
予
制
度｣

を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

保
険
料
免
除
制
度

　
保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る｢

全
額

免
除｣

と
保
険
料
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る

｢

４
分
の
３
免
除｣｢

半
額
免
除｣｢

４
分
の

１
免
除｣

が
あ
り
ま
す
。　

次
の
①
～

⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人（
学
生
を

除
く
）①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
②
天
災
や
失
業

な
ど
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
③
生
活

保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外
の
扶
助
な

ど
を
受
け
て
い
る
④
地
方
税
法
上
の
障
害

者
ま
た
は
寡
婦
で
、
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
下
⑤
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
伴
う
被
災
者
⑥
特
別
障
害

給
付
金
を
受
け
て
い
る

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
30
歳
未
満
で
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
人
は
、
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。　

本
人
・
配

偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

人
、
ま
た
は
右
記
の
②
～
⑥
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人　

共
通
事
項

【
承
認
の
効
果
】①
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
に
必
要
な
期
間（
最
低
25
年
）

に
含
ま
れ
る
②
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
対
象
期
間
に
な
る　
※
保
険
料
の
一

QRコード

市ホームページにあるバナー
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※
支
給
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
世
帯

に
は
７
月
中
に
申
請
書
請
求
は
が
き（
臨

時
福
祉
給
付
金
）・
申
請
書（
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
）を
送
付
予
定
で
す
。

原
則
、
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　

■
申
請
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
／
上
尾

市
臨
時
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル

０
８
０
０
―805
―７
５
１
１

（
７
月
１
日
㈫
～
11
月
４
日
㈫
９
～
17
時

〈
㈯
㈰
㈷
を
除
く
〉）

■
制
度
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
／
厚
生

労
働
省
の
２
つ
の
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０
―037
―１９2

児
童
館
の
指
定
管
理
者
を
募
集

�

青
少
年
課　

７
７
６
―２
４
８
８

�

７
７
６
―２
１
１
７

　
市
内
16
施
設
で
指
定
管
理
者
制
度
を
導

入
し
、
管
理
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
児

童
館
ア
ッ
ピ
ー
ラ
ン
ド
と
児
童
館
こ
ど
も

の
城
は
平
成
22
年
４
月
か
ら
指
定
管
理
者

を
指
定
し
、
平
成
27
年
3
月
31
日
ま
で
の

５
年
間
を
指
定
期
間
と
し
て
い
ま
す
。
平

成
27
年
4
月
か
ら
の
児
童
館
ア
ッ
ピ
ー
ラ

ン
ド
と
児
童
館
こ
ど
も
の
城
の
管
理
運

営
を
行
う
指
定
管
理
者（
法
人
そ
の
他
の

団
体
）を
募
集
し
ま
す
。　

指
定
管
理

者
募
集
要
項（
７
月
１
日
㈫
か
ら
青
少
年

課〈
上
町
２
―14
―19
上
尾
市
青
少
年
セ
ン

タ
ー
２
階
〉で
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月
30
日
㈬

～
８
月
１
日
㈮
に
直
接
、
青
少
年
課
へ　

※
詳
し
く
は
、
指
定
管
理
者
募
集
要
項
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

全
国
消
費
実
態
調
査
に
ご
協
力
を

�

総
務
課　

７
７
５
―４
９
８
９

�

７
７
５
―９
８
１
９

　
総
務
省
で
は
、
今
年
９
～
11
月
に
平
成

26
年
全
国
消
費
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
国
民
生
活
を
家
計
の
面
か

ら
把
握
し
て
、
各
種
行
政
施
策
や
消
費
・

経
済
分
析
の
た
め
の
基
礎
資
料
に
す
る
も

の
で
、
市
内
の
20
調
査
区
が
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
。
対
象
に
な
っ
た
世
帯
に
は
、

全
国
消
費
実
態
調
査
員
証
を
携
帯
し
た
統

計
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
調
査
内
容
は
統
計

の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

あ
げ
お
ワ
ー
ル
ド
フ
ェ
ア
２
０
１
４

ス
タ
ッ
フ
・
参
加
者
募
集

�

Ａ
Ｇ
Ａ
事
務
局　

７
８
０
―２
４
６
８

�

７
７
５
―９
８
１
９

�
offi
ce@

aga-w
orld.com

　

毎
年
、
お
よ
そ
30
カ
国
が
参
加
す
る

｢

あ
げ
お
ワ
ー
ル
ド
フ
ェ
ア
」の
企
画
・
運

営
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と
、
ワ
ー

ル
ド
フ
ェ
ア
に
出
展
す
る
個
人
・
団
体
を

募
集
し
ま
す
。　

10
月
13
日
㈷　

上

尾
市
文
化
セ
ン
タ
ー　

国
際
交
流
や
イ

ベ
ン
ト
の
企
画
に
興
味
の
あ
る
人
、
国
際

的
な
活
動
を
し
て
い
て
活
動
紹
介
・
広
報

に
興
味
の
あ
る
人　
※
外
国
語
が
話
せ
な

く
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。　

直
接
か

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
上
尾

市
国
際
交
流
協
会（
Ａ
Ｇ
Ａ
）事
務
局（
市

役
所
第
三
別
館
１
階
、
毎
週
㈪
㈭
㈮
10
～

16
時
）へ

市
長
へ
の
は
が
き

―
あ
な
た
の
声
を
市
政
に
―

�

広
報
広
聴
課　

７
７
５
―４
９
１
８

�

７
７
６
―８
８
７
３

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
市
に
対
し
て
感
じ

て
い
る
こ
と
や
、
望
む
こ
と
な
ど
を「
市

長
へ
の
は
が
き
」で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
昨
年
度
は
、
24９
件
の
貴
重
な
意
見
を
頂

き
ま
し
た
。
意
見
の
内
訳
は
、
環
境
・
安

全
・
み
ど
り
に
関
す
る
も
の
が
74
件
、
教

育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
関
係
が
41
件
、
健

康
・
福
祉
・
医
療
関
係
が
39
件
、
ま
ち
づ

く
り
・
基
盤
整
備
関
係
が
29
件
、
行
財

政
・
窓
口
接
遇
に
関
す
る
も
の
が
24
件
、

産
業
・
経
済
関
係
が
９
件
、
保
険
・
年
金
・

税
・
証
明
関
係
が
４
件
、
そ
の
他
が
29
件

で
し
た
。
こ
の
う
ち
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
電
子
メ
ー
ル
で
送
ら
れ
た
も
の
は
90

件
で
し
た
。

　

｢

市
長
へ
の
は
が
き｣

は
、
市
役
所
１
階

総
合
案
内
、各
支
所・出
張
所
、図
書
館
、

市
民
体
育
館
、
上
尾
市
文
化
セ
ン
タ
ー
、

上
尾
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
イ
コ

ス
上
尾
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

�

障
害
福
祉
課　

７
７
５
―５
１
２
３

�

７
７
６
―８
８
７
２

お
お
む
ね
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
20
歳
未
満
の
子
ど
も（
施
設
入

所
者
・
公
的
年
金
受
給
者
を
除
く
）を
監

護
し
て
い
る
父
母
か
養
育
者（
所
得
制
限

あ
り
）①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
・

４
級
の
一
部
の
障
害
、
ま
た
は
重
度
の
内

科
的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
の
判
定
が

Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
で
あ
る
③
精
神
障
害
な
ど
で

①
②
と
同
程
度
で
あ
る　
【
支
給
額（
月

額
）】重
度
／
４
万
９
、９
０
０
円
、
中
度

／
３
万
３
、２
３
０
円　
※
詳
し
く
は
、

障
害
福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
土
曜
日
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

昨年のあげおワールドフェア
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７
月
19
日
㈯
は
本
庁
舎
と
上
尾

駅
・
尾
山
台
出
張
所
の
業
務
を

休
業

�
行
政
経
営
課　

７
７
５
―３
９
６
３

�

７
７
６
―８
８
７
３

�
市
民
課　

７
７
５
―５
１
２
８

�

７
７
５
―９
８
２
７

　
市
役
所
本
庁
舎
１
階
・
２
階（
市
民
税

課
、
納
税
課
、
障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護

課
に
限
る
）・
５
階（
子
ど
も
支
援
課
、
保

育
課
に
限
る
）の
窓
口
と
上
尾
駅
・
尾
山

台
出
張
所
は
、
土
曜
日
も
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
７
月
19
日
㈯
は
定
期
清
掃
の

た
め
業
務
を
休
み
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
助
成

�

子
ど
も
支
援
課　

７
７
５
―５
１
２
０

�

７
７
４
―５
３
４
２

●
児
童
扶
養
手
当

　
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る

児
童
を
育
成
し
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安

定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
を
増
進

さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
す
。　

お
お
む

ね
次
の
①
～
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

18
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
年
度
末
ま
で
の

児
童（
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童
の
場
合

は
20
歳
未
満
）を
監
督･

保
護
・
養
育
し

て
い
る
父
ま
た
は
母
も
し
く
は
養
育
者
で

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
人（
所
得

制
限
な
ど
一
定
の
要
件
あ
り
）①
父
母
が

離
婚
し
た
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
③

父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
④
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る
⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
⑥
父
ま
た
は
母
が

法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
出
産
し
た　
【
支

給
額
】左
表
の
と
お
り

支給額（月額）

児童数 全部支給 一部支給

₁人 ₄万1,020円 ₄万1,010～９,６８0円

₂人 ₄万６,020円 （₄万1,010～９,６８0円）+５,000円

₃人
以上 ₁人につき3,000円を加算

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

　
医
療
費
の
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
支
援
し
、
福
祉
を
増
進
さ
せ
る
た
め

の
制
度
で
す
。　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人（
所
得
制
限
や
年
齢
要
件
な
ど

あ
り
）①
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者（
前

記
、
児
童
扶
養
手
当
を
参
照
）②
①
以
外

の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
も
し
く

は
養
育
者
と
児
童　
【
助
成
額
】入
院･

外

来
な
ど
の
各
医
療
保
険
制
度
の
自
己
負
担

額
と
入
院
時
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
２

分
の
１

※
児
童
扶
養
手
当
と
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
助
成
の
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
申

請
者
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
事

前
に
子
ど
も
支
援
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

市
政
相
談
委
員
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

�

広
報
広
聴
課　

７
７
５
―４
９
１
８

�

７
７
６
―８
８
７
３

　
市
政
に
対
す
る
苦
情
を
市
政
相
談
委
員

が
受
け
て
、
公
正
・
中
立
的
な
立
場
で
処

理
し
ま
す
。
行
政
の
制
度
に
問
題
が
あ
る

場
合
は
、
市
に
改
善
や
是
正
を
促
し
ま

す
。　

市
政
に
対
す
る
苦
情（
原
因
に

な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内

の
も
の
に
限
る
）で
、
直
接
利
害
関
係
が

あ
る
人　

市
役
所
、
各
支
所
・
出
張
所
、

主
な
公
共
施
設
に
あ
る｢

苦
情
申
立
書｣

に

記
入
し
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
広
報
広

聴
課（
〒
362
―８
５
０
１
本
町
３
―１
―１
）

か
各
支
所
・
出
張
所
へ

市
町
村
職
員
採
用
合
同
説
明
会

�
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り　

６
６
４
―６
６
８
１

�　
広
域
連
合
人
材
開
発
部　

６
６
４
―６
６
６
７

7
月
10
日
㈭
13
～
18
時（
入
場
は
17
時

ま
で
）　

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー

ナ　

自
治
体
ご
と
の
ブ
ー
ス
で
、
人
事

担
当
者
か
ら
特
色
や
本
年
度
の
職
員
採
用

試
験
の
状
況
、
仕
事
の
内
容
な
ど
を
聞

く　

市
町
村
職
員
志
望
者　
※
詳
し
く

は
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

http://w
w

w
.

hitozukuri.or.jp/navi/event/

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

｢

上
尾
市
緊
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト｣

を
配
布
し
て
い
ま
す

�

消
防
本
部
警
防
課　

７
７
５
―１
３
１
２

�

７
７
５
―２
２
３
０�

�

高
齢
介
護
課　

７
７
５
―５
１
２
４

�

７
７
６
―８
８
７
２

�

障
害
福
祉
課　

７
７
５
―５
１
２
２

�

７
７
５
―８
８
７
２

　
65
歳
以
上
ま
た
は
障
害
の
あ
る
人
の
う
ち
、

希
望
者
に｢

上
尾
市
緊
急
医
療
情
報
キ
ッ

ト｣

を
無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
万
一
の
災
害
や
急
病
に
備
え
、
医
療
情

報
を
記
入
し
た
用
紙
を
筒
状
の
容
器
に
入

れ
家
庭
の
冷
蔵
庫
で
収
納
し
、
緊
急
時
に

役
立
て
る
た
め
の
も
の
で
す
。
配
布
は
１

世
帯
１
個
に
限
り
ま
す
。　

市
内
に
住

所
が
あ
り
、
65
歳
以
上
ま
た
は
障
害
の
あ

る
人　

65
歳
以
上
の
人
は
本
人
確
認

が
で
き
る
物（
運
転
免
許
証
・
保
険
証
な

ど
）、
障
害
の
あ
る
人
は
交
付
さ
れ
て
い

る
手
帳
を
用
意
し
て
直
接
、
各
消
防
署
・

分
署
、
高
齢
介
護
課
、
障
害
福
祉
課
、
各

支
所
・
出
張
所
へ　

65
歳
以
上
の
人
／

消
防
本
部
警
防
課
・
高
齢
介
護
課
、
障
害

の
あ
る
人
／
障
害
福
祉
課



市政ニュース

道路課  77５－９０４９・ 77５－９９０６

　地震などの自然災害に対する道路防災機能
を強化するため、春日神社前から鴨川までの
約420㍍区間（下図参照）で、道路の南側部分
に電線共同溝を整備します。また北側部分は
各家庭への引込管などを各企業が整備しま
す。工事期間中は安全対策など十分に配慮し
ながら工事を進めますので、ご協力をお願い
します。　 ₈月～平成27年₃月まで（予定）

上尾平方線電線共同溝工事

生涯学習課  77５－９４９６・ 77６－２２５０

　10月21日㈫～2６日㈰に、上尾市コミュニティセン
ター、上尾市民ギャラリーで行われる「第4６回上尾市
美術展覧会（市展）」に出品する作品を募集します。全
部門とも作品は未発表のものに限ります。
【募集部門】日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真
の₆部門　※作品の規格・点数などは生涯学習課へ問
い合わせるか｢市展開催要項｣（生涯学習課、各支所・
出張所・公民館にある）を参照してください。　 市
内に在住・在勤・在学の1５歳以上の人、または市内の
美術団体に所属している人　 ₉月₁日㈪～2６日㈮
17時まで（必着）に所定の出品申込書（｢市展開催要項｣
にある。市ホームページからダウンロードも可）を、
直接か郵送またはファクスで生涯学習課（〒3６2-８５01
本町₃-₁-₁）へ　※ファクスの場合は送信後、必ず
生涯学習課へ電話で受信されたことを確認してくださ
い。　【搬入】10月1８日㈯₉時30分～1５時に直接、市
コミュニティセンター（書の部だけ市民ギャラリー）へ

上尾市美術展覧会作品募集第46回

11 広報あげお　2014.7　No.964

とき ところ 対象 費用・金額　※記載のないものは「無料」 定員 持ち物内容
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」 問い合わせ

N 電線共同溝工事
延長＝約420ｍ

鴨
川

（
並
木
通
り
）

西
宮
下
中
妻
線

大
宮
↓

↑
桶
川

Ｊ
Ｒ
高
崎
線

〶

〶

旧
中
山
道

富士
見小

上尾
平方
線

（市
民体
育館
通り
）
春日神社

富士見橋

上
尾
駅

レストラン

上尾市コミュニ
ティセンター

　市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
　庭木の緑もすっかり色が深まり、本格的な夏の到
来を感じさせますが、いかがお過ごしでしょうか。
　今月は平成₆年度から継続してきた中学生海外派
遣事業があり、市内の中学₃年生22人が、はるかオー
ストラリア・ロッキャーバレー市へと旅立ちます。
この事業は、未来を担う子どもたちに、豊かな国際
感覚と将来の国際社会貢献に必要な資質を培っても
らおうという趣旨で毎年開催されています。
　中国の思想家である荘子の言葉に「井

せ い あ

蛙は以って
海を語るべからず、虚

きょ

に泥
なず

めばなり」（「井の中の蛙 
大海を知らず」という諺

ことわざ

の原典）というものがありま
すが、子どもたちには「井」（上尾）を飛び出して、大
きな世界を肌で感じてきてほしいと思っています。
　海外派遣事業の20年の間に、450人を超える中学
生が参加してきましたが、現地では行政・議会・学
校、そしてホームステイ先の皆さまの配慮により、

安心・安全に事業が実施されています。また本市
の周年記念式典時には、来賓としてスティーブ・
ジョーンズ ロッキャーバレー市長に出席いただく
など、両市の友好関係が築かれてきました。そこで、
今後両市は、教育交流の継続・推進を主軸として、
さまざまな分野での交流に向けてその発展に努め、
友好関係をより強固なものとしていくために「友好
都市協定」を締結する運びとなりました。
　あらためてジョーンズ市長についてご紹介します
と、2004年から旧ガトン市長を務められ、2008年に
現在のロッキャーバレー地方議会が発足した時に初
代市長に選出されました。ロッキャーバレーのまち
は2011年1月の洪水により2,798戸の住居が浸水する
などの大きな被害を受けました。そんな中、ジョー
ンズ市長は冠水した地区に自らトラックを運転して
取り残された住民の救助に向かったことや、歴史に
残る高台移転を実施するなどの優れたリーダーシッ
プを発揮し、今も続く復興を指揮してきました。そ
れらの功績により、2013年には名誉あるオーストラ
リア・デイ表彰を受け、勲位も授けられています。
　友好都市協定の締結式はロッキャーバレー市側で
開催いただけることとなったため、私も中学生海外
派遣事業に合わせて訪問したいと考えています。南
半球は冬ですが、皆さんを代表して上尾の“ほっと”
を届けてこようと思っています。

井蛙は以って海を語るべからず
市長　島 村　　穰　



商工課  777－４４４１・ 77５－５０２４

　上尾産の農産物や市内企業で製造された食材を
使ったグルメを模擬店で提供し、あなたが考える
「上尾グルメ」を紹介してみませんか。来場者に₁
食につき投票券を₁枚配布して、お気に入りの
グルメに投票してもらい上位の出店者を表彰しま
す。　 11月₈日㈯10時～1５時30分　 ゆりが
丘公園　 市内外で営業している店または団体　
５,000円（共益費分）　 ₅組（審査の上決定）

【出展規格】₁テント（1.５間〈2.7 ㍍〉×₂間〈3.６
㍍〉）　 所定の用紙（上尾商工会議所〈二ツ宮7５0〉
または商工課〈上尾市プラザ22内〉にある。市ホー
ムページまたは上尾商工会議所ホームページ〈
http://www.ageocci.or.jp/〉からダウンロード
も可）に必要事項を記入して、₈月₈日㈮までに
直接、キラリ☆あげおご当地グルメ祭り実行委員
会（商工課内）へ

第４回キラリ☆あげお
ご当地グルメ祭り 出店者募集

肺
が
ん
の
個
別
検
診

�
西
保
健
セ
ン
タ
ー　

７
７
４
―１
４
１
１

�

７
７
６
―７
３
５
５

　
７
月
か
ら
肺
が
ん
・
結
核
検
診
が
市
内

医
療
機
関
で
受
診
で
き
ま
す
。　

７
月

１
日
㈫
～
11
月
30
日
㈰　

胸
部
Ｘ
線

検
査（
問
診
結
果
に
よ
り
喀か
く

痰た
ん

検
査
を
追

加
）　

上
尾
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る

40
歳
以
上
の
人（
集
団
検
診
を
受
診
ま
た

は
受
診
予
定
の
人
を
除
く
）　
※
重
複
し

て
受
診
し
た
場
合
は
検
診
費
用
を
実
費
請

求
し
ま
す
。
肺
や
呼
吸
器
の
病
気
で
自
覚

症
状
が
あ
る
人
、
治
療
中
・
経
過
観
察
中

の
人
は
検
診
で
き
ま
せ
ん
。　

Ｘ
線
検

査
800
円
、
喀
痰
検
査
400
円　
※
70
歳
以
上

の
人
・
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
・
上

尾
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
加
入
者
・
生
活
保
護
世
帯
の

人
は
、
受
診
時
に
各
種
証
明
な
ど
で
確
認

で
き
た
場
合
、
Ｘ
線
検
査
の
費
用
が
無
料

に
な
り
ま
す
。　
【
受
診
の
手
順
】①
７
月

１
日
㈫
～
10
月
31
日
㈮
に
東
・
西
保
健
セ

ン
タ
ー
、
保
険
年
金
課
、
各
支
所
・
出
張

所
・
公
民
館
へ
申
し
込
む
②
２
～
３
週

間
後
に
受
診
券
と
実
施
医
療
機
関
一
覧
が

郵
送
さ
れ
る
③
実
施
医
療
機
関
に
電
話
で

予
約　
※
終
了
間
近
に
な
る
と
予
約
が
取

り
づ
ら
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

余
裕
を
も
っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
④

受
診
券
と
各
種
証
明
な
ど
を
用
意
し
て
受

診　
※
自
己
負
担
が
あ
る
人
は
医
療
機
関

窓
口
で
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
⑤
検
診
結

果
を
医
療
機
関
で
確
認

花
火
・
火
遊
び
に
よ
る

火
災
の
防
止

�

消
防
本
部
予
防
課　

７
７
５
―１
３
１
４

�

７
７
５
―２
２
３
０

花
火
は
楽
し
く
安
全
に

　
火
災
な
ど
の
災
害
や
事
故
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
次
の
点
に
注
意
し
て
、
夏
の
楽
し

い
思
い
出
に
し
ま
し
ょ
う
。　
子
ど
も
だ

け
で
花
火
を
さ
せ
な
い
／
風
の
強
い
時
は

花
火
を
し
な
い
／
広
く
安
全
で
、
燃
え
や

す
い
物
が
付
近
に
な
い
場
所
を
選
ぶ
／
後

始
末
用
の
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る

火
遊
び
に
よ
る
火
災
の
防
止

　
子
ど
も
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
は
、
人

目
に
付
か
な
い
場
所
で
発
生
す
る
こ
と
が

多
く
、
発
見
が
遅
れ
る
と
火
災
が
大
き
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
人
が
次
の
よ

う
な
点
に
注
意
を
払
い
、
子
ど
も
の
年
齢

に
応
じ
た
指
導
を
し
ま
し
ょ
う
。　
子
ど

も
だ
け
で
火
を
取
り
扱
わ
せ
な
い
／
火
遊

び
を
し
て
い
る
の
を
見
掛
け
た
ら
注
意
す

る
／
ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
子
ど
も
の
手
の
届

く
所
に
置
か
ず
、
触
ら
せ
な
い
環
境
を
つ

く
る　

12
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１位・上尾串ギョウザ
昨年の
上位３品 ₂位・小松菜元気うどん ₃位・上尾産卵のブルー

ベリーソースプリン



市政ニュース

高齢介護課  77５－５１２7・ 77６－８８7２

₇月上旬に介護保険料納入通知書を郵送
　第₁号被保険者（６５歳以上）の皆さんへ「介護保険料納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を₇月上旬に郵送しま
す。具体的な納め方は、同封のしおりをご覧ください。
　平成2６年度中に６５歳を迎え、老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金の受給が当該年度から始まる人は、平
成2６年度の介護保険料は普通徴収（納付書〈コンビニでの納付可〉か口座振替）で納付し､ 平成27年₄月以降に特別徴
収（年金天引き）が始まります（図₁参照）。
　第₂号被保険者（40～６4歳）は加入している健康保険の保険料と一緒に納めることになっています（図₂参照）。

【図1】年金天引きの開始時期
　年金（年額1８万円以上）の受給開始が4月の人は、10月から介護保険料の年金天引きが開始されます。また年金の
受給開始が₆・₈・10月の人は平成27年4月から、12月以降の人は平成27年₆月以降から天引き開始になります。
※受給手続き時期により、下記のとおりにならない場合があります。

【図₂】介護保険料の納付方法
　第1号被保険者の保険料は高齢介護課へ、第₂
号被保険者の保険料は加入している健康保険組合
へ直接問い合わせてください。

年金支給月

Ｑ保険料は、なぜ納めなければならないので
すか？

Ａ介護保険制度では、40歳以上の全ての人が
保険料を納めることになっています。皆さ

んが負担する保険料で介護保険事業を運営してい
ます。介護が必要となったときに安心して利用す
るためにも保険料の納付は大切です。保険料を滞
納すると介護サービス利用のときに、給付を制限
することがありますので、注意してください。

Ｑ年金天引きされていますが、口座振替に
変更するにはどうすればいいですか？

Ａ介護保険料が年金天引きになっている人
は、口座振替に変更することはできませ

ん。後期高齢者医療保険料とは仕組みが異なりま
すので、注意してください。

保険料の納付相談
介護保険料の納付で困ったときは、高齢介護課へ相談してください。

Ｑ年金天引きになっていますが、₄･₆月の
保険料はどのように決まるのですか？

Ａ保険料決定前の期間を仮徴収期間とし、基
本的に₂月と同額を天引きし、₇月の保険

料決定後に年額を₈月以降の期間で調整します。

介護保険 65歳以上の皆さんへ

介護保険料Ｑ＆Ａ

第₂号被保険者
（40～６4歳）

第1号被保険者
（６５歳以上）

健康保険料と一緒に納付 納付書・口座振替・年金天引き
による納付

平成2６年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���平成27年
₄月　　　　　　₆月　　　　　　10月　　　　　　12月　　　　　₄月　　　　　₆月以降
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�▷受給開始�―――――――――――▶天引き開始
　　　　　　　　�▷₆～10月受給開始�――――――――――――――▶天引き開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▷12月以降受給開始�――――――▶天引き開始
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とき ところ 対象 費用・金額　※記載のないものは「無料」 定員 持ち物内容
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」 問い合わせ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の

皆
さ
ん
へ

�
保
険
年
金
課　

７
７
５
―５
１
２
５

�

７
７
５
―９
８
２
７  

保
険
料
率
が
改
定 

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
保
険
料
率

は
、
２
年
ご
と
に
決
定
し
ま
す
。
平
成

26
・
27
年
度
の
埼
玉
県
の
新
し
い
保
険
料

率
が
決
ま
り
ま
し
た（
表
１
参
照
）。
平
成

26
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
の

決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
を
、
７
月
中

旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
全
て
の
被
保
険
者
に
掛
か

り
ま
す
。
保
険
料
額
は
被
保
険
者
が
等
し

く
負
担
す
る｢

均
等
割｣

と
、
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る｢

所
得
割｣

の
合
計
で
計
算
し

ま
す
。
均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
、
県
内

均
一
で
す
。
平
成
26
年
度
か
ら
年
間
保

険
料
額
の
上
限
は
57
万
円
に
な
り
ま
し

た（
平
成
25
年
度
ま
で
の
上
限
額
は
55
万

円
）。

新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送 

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険

証
）は
８
月
１
日
㈮
に
更
新
に
な
る
た

め
、
新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証

は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張

所
へ
返
却
す
る
か
、
は
さ
み
な
ど
で
切
っ

て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

　
保
険
証
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
時
の
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
割
合
は
、
世
帯
状
況
と
平

成
25
年
中
の
市
・
県
民
税
の
課
税
標
準
額

に
応
じ
て
判
定
し
ま
す（
表
２
参
照
）。
現

役
並
み
所
得
者（
３
割
負
担
）で
も
、
収
入

を
考
慮
し
た
再
判
定
の
基
準
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す（
表
３
参
照
）。
具
体
的
な
申
請

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
該
当
者
へ
別
途
通

知
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
を 

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
は｢

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証｣

の
申
請
が
で

き
ま
す
。
医
療
機
関
窓
口
で「
限
度
額
適

用
認
定
証
」や「
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」を
提
示
す
る
こ
と
で
入
院
し
た
時
の

支
払
い
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
差
額
室
料
な
ど
の
保
険
診
療
外
は
別
途

負
担
が
必
要
で
す
。　

後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
を
用
意
し
て
直
接
、
保
険

年
金
課
へ　
※
事
前
に
電
話
で
発
行
可
能

か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
更
新
手
続
き

　
限
度
額
認
定
証
は
毎
年
８
月
１
日
に
更

新
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
発
行
さ
れ
、
交

付
要
件
を
満
た
す
人
に
は
新
し
い
限
度
額

認
定
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。　

※
同
一
世
帯
内
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
や
未
申
告
の
人
が
い
る
場
合
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

皆
さ
ん
へ

�

保
険
年
金
課（
資
格
課
税
）　

７
８
２
―６
４
７
１

�

（
国
保
給
付
）　

７
７
５
―５
１
３
６

�

７
７
５
―９
８
２
７

 

新
し
い
高
齢
受
給
者
証（
藤
色
）を

 

７
月
下
旬
に
郵
送

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）高
齢
受
給
者
証

（
藤
色
）は
、
８
月
１
日
㈮
に
更
新
に
な
り

ま
す
の
で
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
７

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限
が
過

ぎ
た
高
齢
受
給
者
証
は
、
保
険
年
金
課
ま

た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ
返
却
す
る
か
、

は
さ
み
な
ど
で
切
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。
医
療
機
関
に
か
か
る
場
合
は
、
国
保

被
保
険
者
証（
国
保
保
険
証
）と
高
齢
受
給

者
証
の
両
方
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。　

表１ 保険料率の比較

区　分 平成24・
25年度　

平成26・
27年度　 増減

均等割 41,860円
（年間）

42,440円
（年間）

580円増
（年間）

所得割 8.25％ 8.29％ 0.04％増

表₂ 負担割合を判定する所得基準

区分 医療機関の　
窓口負担割合

市・県民税
課税標準額

一般・低所得者 ₁割 145万円未満

現役並み所得者 ₃割 145万円以上

※一般所得者とは住民税課税世帯、低所得者とは
住民税非課税世帯です。
※負担割合は、同一世帯に属する被保険者だけの
所得で判定します。

表₃ 負担割合の再判定基準

世帯の状況
収入額

（必要経費などを差し引く前
の収入額の合計）　　　　　

負担割合

被保険者が₂人以上 各被保険者の収入額合計が
５20万円未満

１割被保険者が1人 3８3万円未満

被保険者が1人
（同一世帯内に70～74歳
の人がいる )

他の世帯員（70～74歳の人 )
を含めた収入が５20万円未満

ア
ッ
ピ
ー
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■
負
担
割
合

　
国
保
加
入
者
は
70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月

（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生
月
）か
ら
75
歳

の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
は
、
高
齢
受
給
者

証
を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す
る

こ
と
で
、
負
担
割
合
が
２
割（
誕
生
日
が

平
成
19
年
４
月
１
日
ま
で
の
人
は
１
割
）

ま
た
は
３
割
に
な
り
ま
す
。
負
担
割
合
を

判
定
す
る
所
得
基
準
は
表
１
の
と
お
り
で

す
。
負
担
割
合
の
判
定
は
、
同
一
世
帯
に

い
る
70
～
74
歳
の
国
保
加
入
者
の
所
得
を

基
に
行
う
た
め
、
同
一
世
帯
の
人
は
同
じ

負
担
割
合
に
な
り
ま
す（
条
件
に
よ
り
同

一
世
帯
内
で
も
負
担
割
合
が
異
な
る
場
合

あ
り
）。　
※
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
現
役
並
み
所
得
者（
３
割
負
担
）で
も
収

入
を
考
慮
し
た
再
判
定
の
基
準
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す（
表
２
参
照
）。
該
当
す
る
人

は
国
保
保
険
証
、
高
齢
受
給
者
証
、
確
定

申
告
書
の
写
し
な
ど
収
入
の
分
か
る
物

（
公
的
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
人
）を
用

意
し
て
直
接
、
保
険
年
金
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。　
※
同
一
世
帯
内
の
70
歳
以

上
の
人
が
国
保
に
加
入
・
脱
退
し
た
時

や
、
所
得
額
な
ど
の
変
更
が
あ
っ
た
時

は
、
負
担
割
合
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
変
更
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　
国
民
健
康
保
険
料
の
支
払
い
方
法
が
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
人
は
、
口
座
振

替
に
変
更
で
き
ま
す
。
支
払
い
方
法
は
７

月
上
旬
に
発
送
す
る
納
税
通
知
書
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
年
税
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。
手
続
き
後
、
年
金
天
引
き
を
中
止
す

る
ま
で
に
３
～
４
カ
月
か
か
る
た
め
早
め

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
し
た

後
、
残
高
不
足
な
ど
に
よ
り
引
き
落
と
し

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
年
金
天
引
き
に

戻
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
社
会
保
険
料
控
除
は
年
金
天
引
き
の
場

合
、
年
金
受
給
者
自
身
に
適
用
さ
れ
ま

す
。
口
座
振
替
で
の
支
払
い
の
場
合
、
支

払
っ
た
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
な
り
、

世
帯
の
所
得
税
や
住
民
税
が
変
わ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。　

国
保
保
険
証
、預（
貯
）

金
通
帳
、
口
座
届
け
出
印
を
用
意
し
て
直

接
、
保
険
年
金
課
へ　
※
郵
送
で
の
手
続

き
を
希
望
す
る
人
は
保
険
年
金
課
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

 

国
保
税
の
減
免
制
度

　
災
害
そ
の
他
特
別
な
事
情
で
国
保
税
が

納
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
減
免
申
請

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

 

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
を

　
月
ご
と
の
医
療
費（
差
額
室
料
・
食
事

代
・
保
険
診
療
外
医
療
な
ど
を
除
く
）が

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、
限

度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す
る
と
、
医
療

機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
に

な
り
ま
す（
限
度
額
は
世
帯
の
所
得
に
応

じ
て
異
な
る
）。
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る

認
定
証
は
７
月
31
日
㈭
で
有
効
期
限
が
切

れ
る
た
め
、
必
要
な
人
は
あ
ら
た
め
て
申

請
が
必
要
で
す
。　

国
民
健
康
保
険
加

入
者（
70
歳
未
満
は
国
保
税
完
納
者
、
70

歳
以
上
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
）　

国

保
保
険
証
を
用
意
し
て
直
接
、
保
険
年
金

課
へ　

※
別
世
帯
の
人
が
申
請
す
る
場

合
、
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
70
歳
以
上
で
一
般
・
現
役
並
み
所
得
者

の
人
に
は
、
高
齢
受
給
者
証
が
限
度
額
適

用
認
定
証
と
同
様
の
効
力
が
あ
り
ま
す
。

表₁ 負担割合を判定する所得基準

区分 医療機関の　
窓口負担割合

市・県民税
課税標準額

一般・低所得者
₂割（誕 生 日 が 平
成19年₄月₁日 ま
での人は１割）

145万円未満

現役並み所得者 ₃割 145万円以上

表₂ 負担割合の再判定基準

世帯の状況 収入額
（必要経費などを差し引く前の収入額の合計） 負担割合

70～74歳の国保加入者が₂人以上 該当者の収入合計が520万円未満

₂割（誕生日が平成19
年₄月₁日までの人
は1割）

70～74歳の国保加入者が1人 383万円未満

70～74歳の国保加入者が1人、かつ同一
世帯内に後期高齢者医療制度に移行した
旧国保加入者がいる

後期高齢者医療制度に移行した旧国保加
入者を含めた収入合計が520万円未満


